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平成 24年 12 月 21 日 

 

 

会 計 制 度 委 員 会 報 告 等 の 訂 正 と お 詫 び 
○ 会計制度委員会報告第２号「自己株式の会計処理及び表示」 

○ 会計制度委員会報告第４号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」 

○ 会計制度委員会報告第６号「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」 

○ 会計制度委員会報告第７号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」 

○ 会計制度委員会報告第９号「持分法会計に関する実務指針」 

○ 会計制度委員会報告第 10 号「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」 

○ 会計制度委員会報告第 14 号「金融商品会計に関する実務指針」 

○ 金 融 商 品 会 計 に 関 す る Ｑ ＆ Ａ 

○ 退 職 給 付 会 計 に 関 す る Ｑ ＆ Ａ 

 
標記の会計制度委員会報告等につきまして、字句・書式に誤りがございましたので、お詫び

申し上げ訂正いたします。 

訂正箇所は下記のとおりです。 
 

記 
 

○ 会計制度委員会報告第２号「自己株式の会計処理及び表示」 

正 誤 
平成12年３月31日改正（新、本）※ 

（改正の日付） 

平成７年４月17日 

改正 平成10年７月６日 

最終改正 平成12年３月31日 

（改正の日付） 

平成７年４月17日 

 

最終改正 平成12年３月31日 
※ （）内の「新」は「新旧対照表」、「本」は「改正後本文」を表し訂正の対象を意味する。以下同じ。 
 
○ 会計制度委員会報告第４号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」 

正 誤 
平成 21 年６月９日改正（本）及び平成 22 年１月 13 日改正（本） 

（第 40 項の第２段落） 

・・・（略）また、在外子会社が在外孫会社

を有し、在外子会社が在外孫会社を連結する

場合、在外子会社の在外孫会社投資から発生

するのれん又は負ののれんは在外孫会社の現

地通貨で把握し、在外子会社が現地通貨によ

り連結財務諸表を作成する段階で在外孫会社

に係るのれんは決算時の為替相場により換算

され、のれん償却額については原則として期

中平均相場により換算されることになる。

［設例11］［設例12］［設例13］ 

（第 40 項の第２段落） 

・・・（略）また、在外子会社が在外孫会社

を有し、在外子会社が在外孫会社を連結する

場合、在外子会社の在外孫会社投資から発生

するのれん又は負ののれんは在外子会社の現

地通貨で把握し、在外子会社が現地通貨によ

り連結財務諸表を作成する段階で在外孫会社

に係るのれんは決算時の為替相場により換算

され、のれん償却額については原則として期

中平均相場により換算されることになる。

［設例11］［設例12］［設例13］ 

（第 72-2 項の第２段落） 

これに対し、在外子会社の個別財務諸表上

の資本は支配獲得時の為替相場により換算す

ることから、評価差額の換算もこれに従うこ

ととなる。（略）・・・ 

 

（第 72-2 項の第２段落） 

これに対し、在外子会社の個別財務諸表上

の資本は、株式取得日ごとの為替相場により

換算し、全面時価評価法を採用している場合

には、支配獲得時の為替相場により換算する

ことから、評価差額の換算もこれに従うこと

となる。（略）・・・ 
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正 誤 
平成 21 年６月９日改正（本） 

（設例12） 

・ のれんの償却 

Ｓ社の支配獲得日（Ｘ１年３月 31 日）に

外貨で把握されたのれん 40.8 ドルについ

て、10 年間で定額法により償却を行う。 

（設例12） 

・ のれんの償却 

Ｓ社の支配獲得日（Ｘ１年３月 31日）に外

貨で把握されたのれん 40.8 ドルについて、10

年間で定額法により償却を行う（年間 408）。 
平成 22 年１月 13 日改正（本）及び平成 23 年３月 29 日改正（本） 

（設例 13） 

・ 為替換算調整勘定の分析 

① 4,480 ② 784 ③ 2,256 

④ 2,013.55  

当初取得持分 追加取得持分 少数株主持分 

（売却後） （売却後）  （売却後） 

70%           30% 

（設例 13） 

・ 為替換算調整勘定の分析 

① 4,480 ② 784 ③ 2,256 

④ 2,103.55  

当初取得持分 追加取得持分 少数株主持分 

（売却後） （売却後）  （売却後） 

70%           30% 

 

○ 会計制度委員会報告第６号「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」 

正 誤 
平成 19 年３月 29 日改正（新、本）、平成 20 年３月 25 日改正（新、本）、平成 21 年４月 14 日改正（新、本）、平

成 22 年９月３日改正（新、本）及び平成 23 年１月 12 日改正（新、本） 

（改正の日付） 

削除 

（改正の日付） 

改正 平成 13 年４月 25日 
平成 13 年１月 17 日改正（本）、平成 19 年３月 29 日改正（本）、平成 20 年３月 25 日改正（本）、平成 21 年４月

14 日改正（本）、平成 22 年９月３日改正（本）及び平成 23 年１月 12 日改正（本） 

（設例６） 

連結財務諸表規則第 15 条の５第１項の規定

によると、税効果会計を適用したときは、次

の事項を注記することとされているが、その

うちの①と②の注記例を示すと、以下のとお

りである。 

（設例６） 

連結財務諸表等規則第 15 条の５第１項の規

定によると、税効果会計を適用したときは、

次の事項を注記することとされているが、そ

のうちの①と②の注記例を示すと、以下のと

おりである。 
 

○ 会計制度委員会報告第７号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」 

正 誤 
平成 21 年６月９日改正（新、本）及び平成 23 年１月 12 日改正（本） 

（第７項の第２段落） 

・・・（略）なお、支配を獲得したとみなし

た日は、企業結合の主要条件が合意されて公

表された日以降としなければならない（企業

結合・事業分離等適用指針第 117 項参照）。 

（第７項の第２段落） 

・・・（略）なお、支配を獲得したとみなし

た日は、企業結合の合意公表日以降としなけ

ればならない（企業結合・事業分離等適用指

針第 117 項参照）。 

（第８項の第１段落） 

資本連結手続において子会社の資本と相殺

消去される親会社の子会社に対する投資額

は、支配獲得日の時価によるものとされてい

る （ 連 結 会 計 基 準 第 23 項 (1) 参 照 ） 。

（略）・・・ 

（第８項の第１段落） 

資本連結手続において相殺消去される親会

社の子会社に対する投資額は、支配獲得日の

時価によるものとされている（連結会計基準

第23項(1)参照）。（略）・・・ 

平成 21 年６月９日改正（本）及び平成 23 年１月 12 日改正（本） 

（第 41 項の第１段落） 

支配獲得後に子会社株式の全部又は一部を

売却した場合、連結財務諸表上の売却簿価

（第 41 項の第１段落） 

支配獲得後に子会社株式の全部又は一部を

売却した場合、連結財務諸表上の売却簿価
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正 誤 

は、個別財務諸表上の投資の売却簿価ではな

く、子会社の資本の親会社持分額のうち売却

した株式に対応する部分（以下「売却持分」

という。）とのれん未償却額のうち売却した

株式に対応する部分との合計額（差引額）と

なるため、この金額と個別財務諸表上の売却

簿価との差額を個別財務諸表に計上した子会

社株式売却損益の修正として処理する。 

は、個別財務諸表上の投資の売却簿価ではな

く、子会社資本の親会社持分額のうち売却し

た株式に対応する部分（以下「売却持分」と

いう。）とのれん未償却額のうち売却した株

式に対応する部分との合計額（差引額）とな

るため、この金額と個別財務諸表上の売却簿

価との差額を個別財務諸表に計上した子会社

株式売却損益の修正として処理する。 
平成 21 年６月９日改正（新、本）及び平成 23 年１月 12 日改正（本） 

（第 54 項） 

・投資と資本との相殺消去及び少数株主持分

への振替 

〔連結会計基準注６〕 

（第 54 項） 

・投資と資本との相殺消去及び少数株主持分

への振替 

〔連結会計基準注解６〕 
平成 10 年５月 12 日公表（本）、平成 16 年４月６日改正（本）、平成 18 年５月 19 日改正（新）、平成 19 年３月

29 日改正（本）、平成 20 年３月 25 日改正（本）、平成 21 年６月９日改正（新、本）及び平成 23 年１月 12 日改正

（本） 

（設例５） 

a.Ｓ社修正後貸借対照表（Ｘ３年３月31日） 

○ Ｓ社修正後貸借対照表  Ｘ３年３月31日 
資  産 *1,900 負  債 500 * 1,400+500=1,900 

 資本金 500  

 繰越利益剰余金 400  

 評価差額 500  
 

（設例５） 

a.Ｓ社修正後貸借対照表（Ｘ３年３月31日） 

○ Ｓ社修正後貸借対照表  Ｘ３年３月31日 
資  産 *1,900 負  債 500 *1 1,400+500=1,900 

 資本金 500  

 繰越利益剰余金 400  

 評価差額 500  
 

平成 21 年６月９日改正（本）及び平成 23 年１月 12 日改正（本） 

（設例 11） 

連結会計基準の適用に伴い部分時価評価法

から全面時価評価法に変更する場合 

（設例 11） 

連結会計基準の適用に伴い部分時価評価法

から全面時価評価法にを変更する場合 

 

○ 会計制度委員会報告第９号「持分法会計に関する実務指針」 

正 誤 
平成 21 年６月９日改正（本）及び平成 23 年１月 12 日改正（本） 

（第３項の第２段落） 

持分法の具体的な適用範囲については、関

連府令及び監査・保証実務委員会報告第52号

「連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する

重要性の原則の適用等に係る監査上の取扱

い」に基づいて判定する。 

（第３項の第２段落） 

持分法の具体的な適用範囲については、関

連府令及び監査・保証実務委員会報告第52号

「連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する

重要性の原則の適用に係る監査上の取扱い」

に基づいて判定する。 

（第９項の第１段落） 

投資会社の投資日における投資とこれに対

応する被投資会社の資本との間に差額がある

場合には、当該差額はのれん又は負ののれん

とし、のれんは投資に含めて処理される（持

分法基準第11項）。 

（第９項の第１段落） 

投資会社の投資日における投資と、これに

対応する被投資会社の資本との間に差額があ

る場合には、当該差額は、のれん又は負のの

れんとし、のれんは投資に含めて処理される

（持分法基準第11項）。 
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○ 会計制度委員会報告第 10 号「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」 

正 誤 
平成 10 年 12 月 22 日公表（本）、平成 13 年１月 17 日改正（本）、平成 19 年３月 29 日改正（新、本）、平成 20 年

３月 25 日改正（本）、平成 21 年４月 14 日改正（本）、平成 22 年９月３日改正（本）及び平成 23 年１月 12 日改正

（本） 

（設例１） 

１－５．圧縮記帳 

・・・（略）Ｘ２年以降10年間にわたり毎期

固定資産圧縮積立金を100ずつ取り崩すものと

して、当該取崩高を課税所得に加算する。 

（設例１） 

１－５．圧縮記帳 

・・・（略）Ｘ２年以降10年間にわたり毎期

固定資産圧縮積立金を100づつ取り崩すものと

して、当該取崩高を課税所得に加算する。 

 

○ 会計制度委員会報告第 14 号「金融商品会計に関する実務指針」 

正 誤 
平成 12 年１月 31 日公表（本）、平成 13 年７月３日改正（本）、平成 17 年２月 15 日改正（本）、平成 18 年４月

27 日改正（本）、平成 18 年 10 月 20 日改正（本）、平成 19 年７月４日改正（新、本）、平成 20 年３月 25 日改正

（本）、平成 21 年６月９日改正（本）及び平成 23 年３月 29 日改正（本） 

（第247項の第１段落） 

指名債権の譲渡は、民法第467条により、譲

渡人が債務者に通知し又は債務者がこれを承

諾しなければ、これをもって債務者その他の

第三者に対抗することを得ないとし、当該通

知又は承諾は確定日付のある証書をもってし

なければ債務者以外の第三者に対抗すること

を得ないとしている。（略）・・・ 

（第247項の第１段落） 

指名債権の譲渡は、民法第467条により、譲

渡人が債務者に通知し又は債務者がこれを承

諾しなければ、これをもって債務者その他の

第三者に対抗することを得ないとし、当該通

知又は承諾は確定日付ある証書をもってしな

ければ債務者以外の第三者に対抗することを

得ないとしている。（略）・・・ 
平成 12 年１月 31 日公表（本）、平成 13 年７月３日改正（本）、平成 17 年２月 15 日改正（本）、平成 18 年４月

27 日改正（本）、平成 18 年 10 月 20 日改正（本）、平成 19 年７月４日改正（本）、平成 20 年３月 25 日改正

（本）、平成 21 年６月９日改正（本）及び平成 23 年３月 29 日改正（本） 

（第329項） 

・・・（略）当該取引を行わないことが企業

に不利益をもたらさない場合には、他の判断

要素（過去の取引実績、数量、期間等）を十

分に吟味し、当該予定取引の実行可能性を判

断すべきこととした。 

（第329項） 

・・・（略）当該取引を行わないことが企業

に不利益をもたらさない場合には、他の判断

要素（過去の取引実績実績、数量、期間等）

を十分に吟味し、当該予定取引の実行可能性

を判断すべきこととした。 
平成 12 年１月 31 日公表（本）、平成 13 年７月３日改正（本）、平成 13 年７月３日一部修正（本）、平成 17 年２

月 15 日改正（本）、平成 18 年４月 27 日改正（本）、平成 18 年 10 月 20 日改正（本）、平成 19 年７月４日改正

（本）、平成 20 年３月 25 日改正（本）及び平成 23 年３月 29 日改正（本） 

（設例15） 

１．前提条件 

返済条件：Ｘ７年３月31日からＸ11年３月31

日までの毎３月31日に200ずつを金利とともに

返済する。 

（設例15） 

１．前提条件 

返済条件：Ｘ７年３月31日からＸ11年３月31

日までの毎３月31日に200づつを金利とともに

返済する。 
平成 12 年１月 31 日公表（本）、平成 13 年７月３日改正（本）、平成 13 年７月３日一部修正（本）、平成 17 年２

月 15 日改正（本）、平成 18 年４月 27 日改正（本）、平成 18 年 10 月 20 日改正（本）、平成 19 年７月４日改正

（本）、平成 20 年３月 25 日改正（本）、平成 21 年６月９日改正（本）及び平成 23 年３月 29 日改正（本） 

（設例17） 

２．ヘッジ有効性の判定 

５月１日 

2.38%-2.2%=0.18% 

3.425%-3.215%=0.21% 

0.18%/0.21%=85% 

有効 
 

（設例17） 

２．ヘッジ有効性の判定 

５月１日 

2.38%-2.2%=0.18% 

3.425%-3.215=0.21% 

0.18%/0.21%=85% 

有効 
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○ 金融商品会計に関するＱ＆Ａ 

正 誤 
平成 12 年９月 14 日公表（本）、平成 13 年７月３日改正（本）、平成 17 年２月 15 日改正（本）、平成 18 年 10 月

20 日改正（新、本）、平成 19 年７月４日改正（本）、平成 19 年 11 月６日改正（本）、平成 20 年３月 25 日改正

（本）及び平成 23 年３月 29 日改正（本） 

（Ｑ27） 

Ｑ27：消費貸借型の有価証券の貸借で償還日

に現金をもって返還する取決めをしている貸

手の会計処理はどのようにするのですか。 

（Ｑ27） 

Ｑ27：消費貸借型の有価証券の貸借で償還日

に現金をもって返還する取決めをしている貸

手の会計処理はどのようするのですか。 
平成 12 年９月 14 日公表（本）、平成 13 年７月３日改正（本）、平成 17 年２月 15 日改正（本）、平成 18 年４月

27 日改正（新）、平成 18 年 10 月 20 日改正（本）、平成 19 年７月４日改正（本）、平成 19 年 11 月６日改正

（本）、平成 20 年３月 25 日改正（新、本）、平成 21 年６月９日改正（新、本）及び平成 23 年３月 29 日改正

（本） 

（Ｑ75） 

３．少数株主損益等の計上 

Ｓ社純資産の当期増加額のうち少数株主

持分額を計上する。 

（Ｑ75） 

３．少数株主持分損益等の計上 

Ｓ社純資産の当期増加額のうち少数株主

持分額を計上する。 

 

○ 退職給付会計に関するＱ＆Ａ 

正 誤 
平成17年３月16日改正（本） 

（改正の日付） 

平成12年１月19日 

改正 平成16年10月４日 

最終改正 平成17年３月16日 

（改正の日付） 

平成12年１月19日 

 

最終改正 平成17年３月16日 
平成21年２月17日改正（新、本） 

（改正の日付） 

平成12年１月19日 

改正 平成16年10月４日 

改正 平成17年３月16日 

最終改正 平成21年２月17日 

（改正の日付） 

平成12年１月19日 

 

改正 平成17年３月16日 

最終改正 平成21年２月17日 

 

 

以  上  


